
１　現　状

（１）　職種ごとの人数・平均給与・平均年齢等の状況（平成１９年４月１日現在）
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（注）　１　「平均給料月額」とは、平成１９年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手

　当などのすべての諸手当の額の合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにさ

れているものである。

また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤

務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したもの

である。

３　民間データは、賃金構造基本統計調査のおいて公表されているデータを使用している。（平成１６年～１８年

の３ケ年平均）

４　技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致

するものではない。

（２）　年齢別職員数（平成１９年４月１日現在）
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（３）　その他給与に関する事項（平成１９年４月１日現在）
ア 給料表

単純な労務に雇用される者の給与の基準に関する規則（技能労務職給料表）

　単４級制（一般行政職給料表と同）

イ 手当

扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当

（一般行政職と同）
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交通機関を利用する職員

・運賃相当額55,000円までの者　全額支給

・運賃相当額55,000円以上の者　

扶養親族である配偶者 　（運賃相当額-55,000円）÷2＋55,000円

上記以外の職員

・通勤距離片道2km未満

配偶者以外の扶養親族 ・通勤距離片道2km以上5km未満

・通勤距離片道5km以上10km未満

・通勤距離片道10km以上15km未満

・通勤距離片道15km以上20km未満

・通勤距離片道20km以上25km未満

・通勤距離片道25km以上30km未満

・通勤距離片道30km以上35km未満

・通勤距離片道35km以上40km未満

・通勤距離片道40km以上45km未満

・通勤距離片道45km以上50km未満

・通勤距離片道50km以上55km未満

・通勤距離片道55km以上60km未満

・通勤距離片道60km以上

ウ 昇給基準

毎年１月１日に前１年間における勤務成績に応じ、４号給（５５歳を超える場合は２号給）を標準として昇

給

※平成２２年１月期までは昇給抑制措置（１号給抑制）

２　基本的な考え方

技能労務職については、原則退職者不補充とし、新規採用は行わず、臨時的任用により対応する。また、民間

委託化の実施を検討する。

３　具体的な取組内容

給料表

　技能労務職の給与が民間企業の類似職種の給与より高い水準となっていること、また、国の行政職給料表

　（一）を適用していることから、府及び近隣市町の動向を見つつ適正化を図っていく。

手当

　平成１８年度から、じん芥処理従事手当等の特殊勤務手当を全廃した。

　国・府及び近隣市町との均衡に留意し、制度内容を十分検討の上、引き続き見直しを図っていく。

昇給

　勤務成績に応じ、４号給（５５歳を超える場合は２号給）を標準として昇給（※平成２２年１月期までは昇給抑

　制措置（１号給抑制））としている。

　技能労務職だけでなく、一般行政職についても、人事評価制度の導入を検討している。

４　その他

　平成１０年度以降は、新規採用を行わず、退職者不補充の措置をとっているが、平成２４年度末に１名の定

年退職者が発生するまで、定年退職者がなく、職員数の削減が難しい状況である。

　引き続き、新規採用を行わず、退職者不補充の措置をとり、また、職種転換等の検討を行う。

　民間委託の実施に向けた検討も同時に実施する。
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